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第5巻第7章：マタギ文書の特質―九州狩猟文書との比較からー
著者：永松　敦

１、巻物の意味
　秋田県大館市を訪れると、すぐに市内バスにかわいい子犬の絵が描かれているのに気付く。よく見ると、車体にはハチ公号と書かれている。大館市は東京山手線渋谷駅にたたずむ忠犬ハチ公の生まれ故郷であり、秋田犬の産地でもある。ハチ公は飼い主が亡くなったことを知らずに毎日、渋谷駅まで迎えに来ている姿が全国に知られるようになり、死後、その主人に仕える忠義ぶりが称えられ駅前に銅像が作られた。戦前のものは供出され、終戦前日に溶かされたという。現在の銅像は戦後作り変えられたもので、今も渋谷駅ハチ公口で多くの人々から愛される存在となっている。
大館市にはハチ公とは別に、もう一つの忠犬にまつわる話が伝えられている。それは、今も多くの愛犬家から信仰される老犬神社の起源説話である。由来を記した文書は別当の木次谷氏に伝来していたとされるが（千葉一九八四）、現在は失われており、現在、同市の秋田犬会館に写真が展示されている。この文書は慶長九年の年号を有する「免状証文之事」で、内容は南部領の又鬼（またぎ）である定六が、源頼朝の富士の巻狩で功績があったので「又鬼免状」と「巻物」を将軍より下賜されたとしている。さらに、この巻物免状を差し出せば、他国、寺社においても狩猟が許され、関所境番などにおいても全く通行に問題がないと記されている。
内容は次の通りである。
免状証文之事
頼朝将軍於富士巻狩被遊候節南部領地之内名有又鬼有之由此度可被為指登被仰付候其節俵藤太之末孫定六と申又鬼為差登右巻狩之節粉骨之働御用相立候ニ付、此度子孫栄久之又鬼免状并巻物自将軍被下置候ニ付相渡候間又鬼ニ出候節、此免状持参可致候、仮令他国又ハ寺社江追込候節吟味有之候ハゝ此巻物免状差出可被見置候、他国ニ而茂一言違乱無之候　尤御関所境番等罷通候儀全違乱無之候　仍而免状如件
南部大膳太夫
　　　　　信直（花押）
慶長九年甲辰五月
　　　　　東　彦九郎
　　　　　東　彦右衛門
　　　　　　　　鹿角郡草木村
　　　　　　　　　　佐多六へ
この文書を又鬼、定六（佐多六）に発給した南部信直は慶長4年に没しており、明らかに偽文書であると既に指摘されている（千葉一九八四）。内容的には他国で狩猟をすることが許されると記されることなどは、木地師が全国の七合目以上の山の樹木なら自由に利用できるとした惟喬親王発給の木地屋文書と似通ったものを感じさせる。
定六の物語の一つとしては、次のような伝説が残されている。この大館（鹿角郡）は、近世の領地としては南部藩（盛岡藩）と佐竹藩（秋田藩）の領地が入り組んだところとして知られる。
定六が獲物を追いかけて同じ南部領の三戸の城下（現在の青森県）まで峠を越えて遠出をした。獲物に向けて発砲したところ、突然その獲物が消えてしまい、城に向けて弾が発射されてしまった。城下で発砲した罪で捕えられてしまう。定六は自分がマタギであり、他の領域でも猟ができるという巻物を所持していると主張するが、この日に限って、運悪く携行するのを忘れてしまう。猟に連れてきていたシロという猟犬に、巻物を自分の家から取ってくるように頼む。シロは定六の家に行き、巻物をくわえて三戸に戻るが、そのときには定六は処刑されたあとだったという。その後、定六の妻とシロは秋田領内の葛原というところに住処を移して過ごすが、シロがいつしか姿を消してしまう。あるところで、武士が馬上で通ると、馬が驚いて制止がきかなくなるといったことが続いたので、よく調べてみるとそこにシロの白骨死体があった。これは定六の主張を信じなかった武士へのシロの怨念だと言われるようになった。このため、シロの霊を祀って老犬神社として信仰されることになった。
この説話は、定六が巻物を携行せずに他地域で狩猟行為を行ったことにより、捕えられ処刑されたと説明している。それでは、定六が巻物を所持していれば、文書の文言通りに何ら問題なく狩猟行為を成し遂げられたのだろうか。マタギにとって、巻物とは何を意味するのかを考えることにしたい。
２、マタギは越境を許されるか？
上述の定六の現地での説話は一定しておらず、処刑された理由が様々な憶測を生んでいる。
一つ目は、定六が現在の三戸城までカモシカを追って猟に出かけ、城に向けて発砲したことから捕えられたとするもの。三戸城は南部氏の北の最前線で現在の青森県に位置している。これが事実だとすると、定六は南部領内で狩猟を行っており、他領に越境したことにはならない。あくまでも城に向かって発砲したことによる処罰であるということになる。
二つ目は、定六が秋田領内に入って狩猟を行ったというもの。近世の鹿角郡は秋田藩と盛岡藩の入り組んだところで、老犬神社のある葛原は秋田藩内に位置するが、川を隔てた向かい側は盛岡藩内の土深井（どぶかい）となる。享保5年（1720）には実際に盛岡藩のマタギが土深井から越境して秋田領内に入ったため処刑された事件が起こっている（『盛岡藩雑書』）。
三つ目は、秋田のマタギが南部領の三戸城に行き、越境したことで捕えられたというもの。現在、大館市内ではこの種の伝説が語られるようになった。しかし、これでは定六に南部の奥書をもつ文書が下賜されるのか説明がつかない。この伝説では定六は南部領の住民という設定になっている。ただ、定六が秋田領の住民と誤解されるようになったのは、この地が近世の秋田藩と盛岡藩の境目に位置するからに外ならず、この定六の伝説が越境したことによって捕えられ、越境を許した文書を所持しなかったことで処刑されたと強調して説かれているため、このような誤解が生じたのであろう。定六の行き先が三戸城（南部領）であることから、越境を説くためには、定六を秋田領内の住民としなければならなかったと推察できる。
それでは、三番目を除く上記二つの理由のうち、どちらに整合性があるかということを考えてみたい。一つ目は、定六は城に向かって発砲して捕えられたのであるならば、たとえシロが他国でも狩猟をする許可を記した巻物を持ち帰ったとしても、定六の刑罰には何らの効果も与えられないであろう。現在伝えられるところでは、鹿角から三戸に峠を越えたことにより定六が越境したと説明されるが、住居のある鹿角郡草木村と狩猟を行った三戸は同じ陸奥国であり南部領であることから、定六の狩猟行為に何ら問題はないはずであり、巻物も必要とはならないであろう。
二つ目、南部領から秋田領に定六が入ったという説について考えてみよう。先に記したように、享保5年に、盛岡藩の大地村の甚十郎という又木（マタギ）が土深井の境を経て秋田領に踏み込んでしまうという事件が起こる。マタギが秋田領内で捕えられて、盛岡藩側に身柄を引き渡される。鹿角籠舎で取り調べを受けることになり、処刑される。このとき、又木の作法では、鉄砲さえ当たれば、頭部と皮を取り戻すことができるのに、他領まで越境するとは許されない行為であるとしている。さらに、又木は他領まで越境して殺生を自由にするなどはこれまで見られないとまで言及しているのである。この事件は『盛岡藩雑書』にかなりの紙幅を割いて書かれていることから、当時としては世間を騒がせた大事件であったことがわかる。
この記事は、マタギ研究の上でも極めて重要な事件を書き留めている。マタギの特色の一つである旅マタギをどのように捉えるか、に関わる問題であるからである。鈴木牧之の『秋山紀行』にも秋田マタギが信濃と越後の国境の秋山郷に移住する者もあらわれ、また、現在の群馬県の草津温泉まで往来する様を詳細に書き留めていることから、１９世紀には旅マタギが存在し広範囲に活動していたことが知られる。秋田藩越境事件を起こした近世初期において、藩政としては表向きにはマタギの越境を禁止していたが、実態としては越境が恒常化していたのかどうかについて、検討を要する問題である。しかし、中世においては、能の『善知鳥』（うとう）に見られる通り、津軽の猟師が富山県の立山まで狩猟をしていたことが語られており、猟師は越境を伴うものとの認識がなされていたこともまた見逃してはならない事実なのである。
定六とシロの伝説は、地域的に盛岡藩から秋田藩に越境した説話と見なすのが妥当であろう。他国に越境して狩猟を行った罪により捕えられ、シロが他国での狩猟を許されたとする巻物を取りに帰り、最後は疲れ果てて死んでしまうという悲話でしめくくられているからだ。シロが定六の処刑前に巻物を携えて戻っていたならば、他国での狩猟を許されたマタギとして釈放され、大腕を振って草木村に戻ることができただろう。しかし、それが叶えられなかったところに、この伝説から人形浄瑠璃の傾城ものに似た悲しさが伝わってくるのである。
定六の妻とシロが秋田藩内の葛原に転居し、ここに老犬神社を祀るということは、この領境において犠牲となった犬の霊を祭るのに最適な場であったに違いない。シロの眠る葛原から土深井は川を隔ててすぐ目と鼻の先なのである。私には享保5年のマタギ越境事件が、定六とシロの伝説に投影されていると思われてならないのである。
19世紀にこの地を訪れた菅江真澄はその著「筆のまにまに」で老犬神社について触れている。
十二所に、いと近き葛原といふ村あり。そこに斎（いつ）る老犬神社といふ神ませる。ある人の家に養たる老犬あり。その家のぬし、坂路にふみまろびし、雪踏（せった）片足谷にやふみおとしけむ、（中略）、明るあした犬の雪踏を咋（くは）へ、はせ来るを、若男ら是を見て、誰が履物ならん、それうてとて鉏（すき）鍬を投ヶやゝうちころしぬ。（中略）此犬のたゝりければ、神と祭りて、老犬神社とまをし奉りしが、今は観世音を安置（すえ）まつれり。
真澄が採録した老犬神社の伝承では、主人が谷に落とした雪駄を老犬が咥えて持ち帰ろうとしたところ、全く見知らぬ若男にたたき殺されてしまい、その犬の祟りがあるので神として祭ったという内容になっている。現在の伝承とは全く異なる説話であることが認められる。江戸時代から二種類の伝説を有していたのか、あるいは、真澄採録の伝承以後に、定六の伝説が付加されたものかは今のところ判然としないが、定六の伝説にある、夫を失った妻と犬だけが秋田領の葛原に居を変えて、犬だけが祀られるというのは極めて無理をして作られた説話のように感じられてならない。
３、なぜ、マタギは巻物を所持するのか
マタギがすべて巻物を所持するわけではない。マタギのなかでもシカリと言われる棟梁に当たる人物でだけが持つことを許されたとされる。
巻物の成立年代は18世紀より遡ることはほとんど見られない。先の定六の文書も恐らく成立は同じ頃だと思われる。ただ、内容的に特異なのは、マタギの由来譚が全く記されていないことである。ここで、先の文書を注意深く見てみよう。この文書では南部信直が「巻物并又鬼免状」を下賜したとあり、マタギ文書には「巻物」と「免状」の2種のあることが認められる。現在、写真のみ紹介される文書は表題のとおり「免状」に当たるものである。ただ、この文言は東北地方のマタギの文書全体からすると、極めて異質である。
（１）神を助けた話
東北地方のマタギはバンジバンサブロウを始祖と語っている。万二万三郎、磐司磐三郎などの字が充てられる。万二万三郎は日光と赤城の戦いで、日光神に加担して赤城の百足を倒したことにより、日本六十余州で狩猟をすることが許されたとされる。マタギの由来と全国での狩猟が許可されたことを書き記した文書を「山立由来記」「山立根元記」と称している。文書は巻物の形態をとることが多い。
巻物の内容は二種類あり、今記した日光神を助ける説話を記したものを日光派と称し、もう一種を高野派としている。高野派は、猟師が高野山において弘法大師の道案内をしたことから、殺生が罪とならないための獅子引導の法を授かったとしている。九州地方では、西山小猟師（にしやまこりゅうし）が山中で山の神が産をしているところに遭遇し、介助したころから、狩猟をすることができると説く「西山小猟師」の文書が残されている。
猟師が神を助けることによって殺生を伴う狩猟行為を正当化する内容を記した文書が、東北地方と九州地方、四国地方の一部に偏在している。九州地方での狩猟文書の形態は巻物も見られるが、草子本の方が主になっている。
マタギ文書の特色は巻物の形態をとることであろう。マタギが神を助けた行為により、日本六十余州で狩猟する行為が認められたとするもので、最後は、岩手・秋田のマタギ文書とも、「南無西方無量寿覚仏と二万二千遍（一千遍もある）念誦すれば、産火死火などの穢れは一切除かれる」と締めくくっている。
産火・死火とは、お産や葬式のあった家の火で焚かれた食事を口にすることで、マタギは特にこの火を忌む。秋田と青森の白神山地のマタギはこの二種のほかに、祝言火といって、結婚式で出された食事も忌むとしており、産や葬式、祝言に関わった者は現在でも狩猟に参加することを遠慮する。マタギたちの間では現在でも、死火はほとんど狩猟には影響しないが、産火だけは1週間以上、猟を休まないと仲間に迷惑をかけると言い、強く避ける慣わしが残っている。秋田・岩手のマタギ文書もすべて「産火死火一切ノ穢」と記されており、産火が最も恐れられる存在であったことが知られる。
九州の山間部では、葬式の場合は、身内なら1週間、同じ集落内だと3日間は猟に行くのを控えるが、出産に関しては全く関係がないとされている。東北地方のように、死火よりも産火の方を重い禁忌とするのは、山の猟師だけではなく海の漁師やタタラ師などにも認められ、マタギだけで解決できる問題ではないようである。
即ち、マタギ文書は日光神、あるいは、弘法大師を助けて全国で狩猟をする権限を獲得したことを主張すると共に、仏教的呪文を唱えることによって、産火死火の穢を除去した清浄な姿であることを証明するものであった。これを巻物という形状にすることにより、シカリが相伝する秘伝書としての価値を高めたのである。
マタギ文書の特色は九州の狩猟文書には見られない、日本六十余州で狩猟ができると説くことにある。木地師が全国の山の七合目以上の材木は自由に利用できるとする伝承と、内容的には共通するものがある。近江国から全国に散らばった木地師の伝承にように、マタギもまた、越境して活躍する旅マタギの活動しはじめる頃に、この種の伝承を有する文書が作成されたのではないかとする田口洋美の見解は説得性がある（田口　２０００）。
マタギ文書を含めて狩猟文書の成立年代は18世紀以後であり、大工や芸能民など多くの職人が由来書を生み出す時期とほぼ同じである。職業集団がつくられる過程で、心意的より強固な結束を促すためのアイデンティティーの共有が図られたのであり、そのためのツールとして巻物が利用されたと言えよう。
　
（２）マタギ文書と作法
マタギ文書を概観すると、上記のように出自を説いたものが中心で、狩猟にまつわる作法を記した文書は意外と少ない。この点、九州の狩猟文書と性格を大きく異にしている。九州の場合は、猟師の出自を説いた祭文に続いて、入山の唱えごとから動物の鎮魂作法、解体作法の際の細部に至るまで唱える呪文が書き記されている。東北マタギ文書のように、出自だけを語る文書というものはほとんど存在しない。定六の文書は、神を助けた説話を欠いており、恐らく「巻物」は「山立由来記」に相当し、南部氏の奥書をもつ方が「免状」に当たると推察できる。しかし、ここでも作法について記された文書については、伝説でも語られていない。
千葉徳爾の一連の狩猟伝承研究のなかで、マタギの作法を記した文書がいくつか見出すことができる。岩手県久慈市の宝暦十年の奥書を有する「熊中狐島之送り」（「熊申狐鳥之送り」ヵ）では、熊、熊皆黒（毛並みの上質な熊のこと）、鹿、猪、青しし（カモシカ）、猿、小獣、狼、狐などの四足獣のほか、鶴、白鳥、烏などの鳥類の霊を送るための呪文が記されている。奥書によると、「吉野末孫西山小門（内）」の「足雪渡末流」と称する一派の奥州南部三戸田村夏坂の一人又鬼の源左衛門が宝暦十年に、南部岩手郡簗川村のマタギ、勝之丞へ相伝し、明治十六年には、南九戸郡長内村平沢と同郡小久慈村のマタギに伝え、さらに、明治二十五年には、同村の二人に相伝したとあり、長年にわたり多くの南部マタギに伝えられ用いられたことがわかる。
熊の霊を送る作法は極めて重要で事細かに記されており、新潟県三面の嘉永元年「三面村山猗五法事」では、身ごもった熊を捕獲した場合の作法などが見られる。この場合、熊の頭を二つに割って、頭に木を刺す呪法が作法書の記事と同様に実際に行われていた。異常死の熊の霊が祟らないようにとの厳重な作法である。
通常の場合でも、熊の慰霊儀礼は厳重である。捕獲後、秋田ではケボカイ、青森ではサカサガワ（逆さ皮）と称して、皮を剥いで肉となった体に頭と尾の部分を逆に被せたり（順に被せる地域もある）、心臓（マタギ言葉でサンベという）を十文字に切ったりして、この世との断絶を図る作法が今も東北地方各地で行われている。しかし、文書では解体に関する記事が少ない。
九州の狩猟文書では、各種の作法と唱え言が記されており、例えば、入山の際や山中で泊まるとき、猪と鹿の毛祭り、クワワキ（草分けのこと、胸のあたりの肉）を取るとき、骨を外すとき、猪を北向きに吊るすときの作法など、文書を見れば狩猟の一連の流れが読み取れるようになっている。
この点において、マタギの世界では作法について記した文字資料は、九州と比較した場合、極めて少ないと言えるのではなかろうか。
最後に、青森県白神山地で活動する西目屋村のマタギの方から、次のような話を聞いた。西目屋では12人で猟を共にすることを嫌う。昔、12人が次々と谷に落ちて命が奪われた。マタギの霊が幽霊となって、一晩中さまようので、僧侶がマタギの巻物を読んで供養したと伝えられ、その供養塔が村内に祀られている。巻物が祟る死霊を鎮めるほどの宗教的権威を有する咒具であることを示す事例として注目される。
（３）女房と山の神
東北地方のマタギと九州の猟師とでは女房と山の神に対する信仰が大きく異なる。マタギは女房のことを山の神ということは聞いたことがあるけれども、山の神として崇めることはほとんどないとされる。
宮崎県椎葉村では猟師の女房に関する伝承がはっきりしており、女房は山の神であるので、猪や鹿がとれると「山の神様へ」と言って、真っ先に最上の肉（背中の部分の肉）を渡す。南九州の狩文書にはオコゼ伝承が記されており、西山小猟師に仕えた男女が、男は川に入ってアカハエとなり、女は海に入ってオコゼになったとしている。これが口承伝承では、猟師の女房が多くの肉を町まで売りに行き、そのために頭の毛がなくなってしまい悲しんで川に飛び込んでオコゼになってしまったという。このため、猟師は女房を大切にしなければオコゼと化してしまうと信じており、獲物の霊を丁寧に祭り、女房を大切にするのだと言われている。九州では文書の記載が、猟師の間でさらに発展して解釈されて文脈が再構築され、独特な女房と山の神との関係を作り上げている。
マタギ文書においては日光と赤城の神戦譚に中心が据えられ、山の神の祭文や信仰に関する記述が少ない。しかし、マタギはオコゼを所有しているし、実際に、山形県小国町の熊祭りでは立派なオコゼが中心に祀られている。
東北マタギの世界は実際の信仰と文書の記述とが、九州のように相関関係にないことが認められる。
　４、おわりに
それでは、東北マタギの文書の特色は何か、ということになると、マタギであることを証明し、産火死火などの穢なき潔斎を行った猟師であることを誇示するためのツールとして機能してきたということであろう。このことが、文書を巻物としての一種の権威づけとしての形状をとらせたのである。
これに対して、九州の狩猟文書は山の神に唱える山の神祭文のほか、入山から解体までのさまざまな作法と呪文を書き留めており、言わば、狩猟のためのマニュアル本というものなのである。従って、その多くは巻物という形をとらず、狩猟の現場で使いやすい草紙本として残ったと解釈できよう。
文書の所有者にも特徴が見られ、マタギの世界ではシカリという統率者が文書を所持しているのに対して、九州では庄屋、修験者など猟師というよりは、猟師を管理する側（鉄砲の管理も含めて）が相伝している場合が多く、これが村内に書写されて広まり、猟師の間に祭文や呪文、作法などが浸透していくようになる。猟師が獲物の祈願を修験者に依頼したり、庄屋の祀る山の神に肉を奉納したりする際に、狩猟文書が使われたということは、山村での支配者と被支配者の心意統治のあり方を見る上でも重要である。

東北マタギと九州の猟師、その両者の相伝する文書を紐解くと、それぞれの特色と調査方法が見えてくるようになる。九州では文書を手掛かりとして狩猟民俗を仔細に知ることができるが、東北マタギの場合は徹底的な聞き書き調査から入らなければ、文書の記載事項からの類推はほぼ不可能に近いと、今、筆者は身をもって痛感している。

















